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(57)【要約】
【課題】塩害が生じたときに電気機器のケースに漏洩電
流が流れるのを防ぐことができるようにしたブッシング
端子カバーを提供する。
【解決手段】ヒンジ部４００により開閉自在に連結され
た第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２により、
ブッシング端子１の端子導体１０３の端子部１０３ａと
該端子部に接続された電線３の端子部寄りの部分とを覆
うカバー主部４０３ａと、端子導体のフランジ部の外周
を取り囲む環状のカバー端末部４０３ｂと、端子導体の
フランジ部１０３ｂの軸線方向端面に係合して位置決め
を図る位置決め部４０３ｃと、カバー主部４０３ａより
外方に導出される電線３の外周を覆う電線被覆部４０３
ｄとを一体に有するカバー４０３を構成する。カバー端
末部４０３ｂとブッシングの先端の傘部１０１ａとの間
に隙間が形成されるようにカバー端末部の軸線方向長さ
を設定する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸線方向に並ぶ複数の傘部を外周に有して後端部が電気機器に取り付けられる絶縁性の
ブッシングと、前記ブッシングの軸心部を貫通している中心導体と、電線が接続される端
子部と該端子部の基部に設けられたフランジ部とを有して該フランジ部が前記ブッシング
の先端側で前記中心導体に接続された端子導体とを備えたブッシング端子の前記端子導体
と該端子導体の端子部に接続された電線の少なくとも一部とを要被覆部として覆うブッシ
ング端子カバーであって、
　ヒンジ部により開閉自在に連結された絶縁樹脂製の第１及び第２のカバー半部からなっ
ていて、前記第１及び第２のカバー半部を閉じて突き合わせた際に前記要被覆部を内側に
収容して覆う筒状のカバーが形成されるように構成され、
　前記第１及び第２のカバー半部には、互いに弾撥的に結合し合って両カバー半部を閉じ
た状態に保持する第１及び第２の結合部がそれぞれ設けられ、
　前記第１及び第２のカバー半部を閉じた際に形成される前記カバーは、前記端子導体の
端子部と該端子部に接続された電線の該端子部寄りの部分とを覆うことができるように形
成されたカバー主部と、前記端子導体のフランジ部の外周を取り囲んだ状態で配置される
環状のカバー端末部と、前記端子導体のフランジ部の端子部側の軸線方向端面に係合して
前記筒状のカバーを前記ブッシングの軸線方向に位置決めする位置決め部と、前記端子部
に接続された電線の前記カバー主部により覆われた部分よりも更に前記端子部から離れた
部分の絶縁被覆の外周に嵌合して該電線を覆う電線被覆部とを一体に有し、
　前記環状のカバー端末部の内周部は、前記端子導体のフランジ部の外周に接した状態で
配置されて該カバー端末部を該フランジ部に対して位置決めする凸部と前記フランジ部の
外周との間に隙間を形成する凹部とを有する形状に形成され、
　前記位置決め部には、前記カバー主部の内側の空間を前記カバー端末部とフランジ部と
の間に形成された隙間に連通させる連通路が形成され、
　前記カバーで要被覆部を覆って該カバーを前記位置決め部により軸線方向に位置決めし
た際に前記カバー端末部と該カバー端末部に最も近い位置にある前記ブッシングの傘部と
の間にブッシングの周方向に連続した隙間が形成されるように前記カバー端末部の軸線方
向長さが設定されていて、前記連続した隙間により前記カバー端末部が前記ブッシングか
ら隔絶されるように構成されていることを特徴とするブッシング端子カバー。
【請求項２】
　前記電線被覆部は、異なる外径を有する電線に適合するように内径を異ならせた複数の
セクションからなっていて、該複数のセクションが前記カバー主部側から内径が大きい順
に並んだ状態で連結された構造を有し、
　前記電線被覆部の隣り合うセクション間の境界部で電線被覆部を切断し得るように形成
されていることを特徴とするブッシング端子カバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動電圧調整器等の電気機器のケースに取り付けられるブッシング端子の充
電部を覆うブッシング端子カバーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動電圧調整器等の電気機器においては、作業員が誤ってブッシング端子の充電部に触
れて感電事故を起こしたり、鳥や樹木の枝等がブッシング端子の充電部に触れて地絡事故
が発生したりするおそれがある。そのため、特許文献１に示されているように、ブッシン
グ端子にカバーを取り付けて、その充電部を覆うようにしている。
【０００３】
　図５は、従来のブッシング端子カバーを示したもので、同図において１は電気機器のケ
ース２に後端部が取り付けられたブッシング端子、３はブッシング端子１に接続された絶
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縁被覆電線、４′はブッシング端子カバーである。
【０００４】
　ブッシング端子１は、軸線方向に並ぶ複数の傘部１０１ａを外周に有して、後端部に設
けられた管状の首下部１０１ｂが電気機器のケース２を貫通して該ケースに固定される絶
縁性のブッシング１０１と、ブッシング１０１の軸心部を貫通している中心導体１０２と
、中心導体１０２の先端に接続された端子導体１０３とにより構成されている。端子導体
１０３は、電線３が接続される端子部１０３ａと端子部１０３ａの基部に設けられたフラ
ンジ部１０３ｂとを有して、フランジ部１０３ｂがブッシング１０１の先端側で中心導体
１０２に接続されている。電線３の芯線の一端に端子金具５が接続され、端子金具５がボ
ルト６とナット７とにより端子導体１０３の端子部１０３ａに接続されている。電線３の
芯線の他端は、図示しない充電部に接続されている。
【０００５】
　ブッシング端子カバー４′は、ブッシング端子の端子導体１０３と、電線３と端子導体
１０３との接続部とを含む充電部を電線３の一部とともに内部に収容して覆うように形成
された筒状体からなっていて、その軸線方向の一端には、端子導体１０３のフランジ部１
０３ｂの外周に嵌合されるように径が縮小された縮径部４ａ′が形成され、軸線方向の他
端には、端子導体１０３から外部に引き出される電線３を被覆する電線被覆部４ｂ′が形
成されている。
【０００６】
　従来のこの種のブッシング端子カバー４′は、図示のように、その軸線方向の一端に設
けられた縮径部４ａ′の先端をブッシング１０１の先端に設けられた傘部１０１ａに接触
させた状態で軸線方向に位置決めされてブッシング端子１に取り付けられる。ブッシング
端子カバー４′は、その縮径部４ａ′が傘部１０１ａに突き当てられることにより、ブッ
シング端子の軸線方向に位置決めされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－３５７４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図５に示された従来のブッシング端子カバー４′は、その一端の縮径部４ａ′をブッシ
ングの傘部１０１ａに接触させた状態でブッシング端子１に取り付けられていたため、電
線３の外面と、ブッシング端子カバー４′の外面及びブッシング１０１の外面とに導電性
の皮膜が形成されたときに、ブッシング端子カバー４′が、電線３の外面とブッシング１
０１の外面との間をつなぐ漏洩電流通路を形成するおそれがあり、これによりブッシング
端子の絶縁性能が低下するおそれがあった。
【０００９】
　例えば、図５に示されたケース２が自動電圧調整器のケースであって、ブッシング端子
１が、ケース内の自動電圧調整器に接続され、高圧配電線から引き込まれた電線３がブッ
シング端子１の端子導体１０３に接続されている場合に、ブッシング端子１の充電部を覆
うために、図示のブッシング端子カバー４′がブッシング端子１に取り付けられていると
する。この場合、塩害により、電線３の絶縁被覆の外面と、ブッシング端子カバー４′の
外面と、ブッシング１０１の外面とに塩分を含んだ導電性の皮膜が形成されると、高圧配
電線と電線３との接続部から電線３の外面と、ブッシング端子カバー４′の外面と、ブッ
シング１０１の外面とを通して接地電位にあるケース２に至る連続した漏洩電流通路が形
成され、この漏洩電流通路を通して漏洩電流が継続的に流れる状態になる。このような状
態を放置すると、やがて地絡事故が発生して停電が生じるおそれがある。
【００１０】
　また従来のブッシング端子カバーは、その内部に侵入した水を抜くための手段を備えて
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いなかったたため、端子カバー内に水が溜りやすく、このことが、上記のような現象が起
こるのを助長するという問題があった。
【００１１】
　本発明の目的は、電線の外面とブッシングの外面との間に漏洩電流通路を形成すること
がなく、ブッシング端子の絶縁性能を低下させるおそれがないブッシング端子カバーを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、軸線方向に並ぶ複数の傘部を外周に有して後端部が電気機器に取り付けられ
る絶縁性のブッシングと、ブッシングの軸心部を貫通している中心導体と、電線が接続さ
れる端子部と該端子部の基部に設けられたフランジ部とを有して該フランジ部がブッシン
グの先端側で中心導体に接続された端子導体とを備えたブッシング端子の前記端子導体と
該端子導体の端子部に接続された電線の少なくとも一部とを要被覆部として覆うブッシン
グ端子カバーを対象とする。
【００１３】
　本発明に係わるブッシング端子カバーは、ヒンジ部により開閉自在に連結された絶縁樹
脂製の第１及び第２のカバー半部からなっていて、第１及び第２のカバー半部を閉じて突
き合わせた際に前記要被覆部を内側に収容して覆う筒状のカバーが形成されるように構成
されている。第１及び第２のカバー半部には、互いに弾撥的に結合し合って両カバー半部
を閉じた状態に保持する第１及び第２の結合部がそれぞれ設けられている。
【００１４】
　第１及び第２のカバー半部を閉じた際に形成されるカバーは、端子導体の端子部と該端
子部に接続された電線の該端子部寄りの部分とを覆うことができるように形成されたカバ
ー主部と、端子導体のフランジ部の外周を取り囲んだ状態で配置される環状のカバー端末
部と、端子導体のフランジ部の端子部側の軸線方向端面に係合して筒状のカバーをブッシ
ングの軸線方向に位置決めする位置決め部と、端子部に接続された電線のカバー主部によ
り覆われた部分よりも更に端子部から離れた部分の絶縁被覆の外周に嵌合して該電線を覆
う電線被覆部とを一体に有している。
【００１５】
　また環状のカバー端末部の内周部は、端子導体のフランジ部の外周に接した状態で配置
されて該カバー端末部を該フランジ部に対して位置決めする凸部とフランジ部の外周との
間に隙間を形成する凹部とを有する形状に形成され、位置決め部には、カバー主部の内側
の空間をカバー端末部とフランジ部との間に形成された隙間に連通させる連通路が形成さ
れている。そして、カバーで要被覆部を覆って該カバーを位置決め部により軸線方向に位
置決めした際にカバー端末部と該カバー端末部に最も近い位置にあるブッシングの傘部と
の間に周方向に連続した隙間が形成されるようにカバー端末部の軸線方向長さが設定され
ていて、カバー端末部と傘部との間に形成される連続した隙間により、カバー端末部がブ
ッシングから隔絶されるように（カバー端末部がブッシングに接触しないように）構成さ
れている。
【００１６】
　上記のブッシング端子カバーは、第１のカバー半部と第２のカバー半部を電線が接続さ
れたブッシング端子の充電部の側方に配置し、位置決め部をブッシング端子のフランジ部
の端面に当てがった状態で、両カバー半部を閉じて第１及び第２の結合部を弾撥的に結合
することにより、ブッシング端子に容易に取り付けることができる。ブッシング端子に取
り付けられたカバーは、その位置決め部がブッシング端子の端子導体のフランジ部の端面
に係合することにより、ブッシングの軸線方向に位置決めされるため、ブッシング端子に
カバーを取り付けた後に該カバーに外力が作用したとしても、カバー端末部がブッシング
の傘部に接触した状態になることはない。
【００１７】
　ブッシング端子カバーをブッシング端子に取り付けた状態では、カバー端末部とブッシ
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ングの先端に設けられた傘部との間にブッシングの周方向に連続する隙間が形成され、こ
の隙間によりブッシング端子カバーがブッシングから隔絶されるため、塩害等により電線
の外面と、ブッシング端子カバーの外面と、ブッシングの外面とに導電性を有する皮膜が
形成された際に、電線の外面とカバーの外面とブッシングの外面とを通して電気機器のケ
ースに至る連続した漏洩電流通路が形成されるのを防ぐことができる。
【００１８】
　また上記のように構成すると、カバー内に侵入した水は、位置決め部に設けられた連通
路とカバー端末部の内側に形成された隙間とを通して外部に排出されるため、カバー内に
水が溜まるのを防ぐことができる。
【００１９】
　本発明の好ましい態様では、電線被覆部が、異なる外径を有する電線に適合するように
内径を異ならせた複数のセクションからなっていて、該複数のセクションがカバー主部側
から内径が大きい順に並んだ状態で連結された構造を有し、電線被覆部の隣り合うセクシ
ョン間の境界部で電線被覆部を切断し得るようになっている。
【００２０】
　上記のように電線被覆部を構成しておくと、ブッシング端子に種々の外径を有する電線
が接続する場合に対応することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ブッシング端子カバーをブッシング端子に取り付けた状態で、カバー
端末部とブッシングの先端に設けられた傘部との間にブッシングの周方向に連続する隙間
が形成されるようにしたので、塩害等により電線の絶縁被覆の外面とブッシング端子カバ
ーの外面とブッシングの外面とに導電性を有する皮膜が形成された際に、電線の外面から
ブッシング端子カバーの外面とブッシングの外面とを通して電気機器のケースに至る連続
した漏洩電流通路が形成されるのを防いで、電気機器のケースに漏洩電流が流れるのを防
ぐことができ、この状態が継続して地絡事故に発展するのを防ぐことができる。
【００２２】
　またブッシング端子に取り付けられた本発明に係わるブッシング端子カバーは、その位
置決め部がブッシング端子の端子導体のフランジに係合することにより軸線方向に位置決
めされるので、ブッシング端子に取り付けられたカバーが外力により軸線方向に動いて、
カバー端末部がブッシングの傘部に接触した状態になるのを防ぐことができる。従って、
カバー端末部とブッシングの傘部との間に隙間が形成された状態を維持して、漏洩電流通
路の形成を防ぐ効果が得られる状態を維持することができ、信頼性を高めることができる
。
【００２３】
　また本発明によれば、カバー主部の内部に侵入した水を、位置決め部に設けられた連通
路とカバー端末部の内側に形成された隙間とを通して外部に排出することができるため、
カバー内に水が溜まるのを防ぐことができ、カバー内に溜まった水により漏洩電流通路の
形成が助長されてブッシング端子の絶縁性能が低下するのを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係わるブッシング端子カバーをブッシング端子に取り付け
た状態を示した断面図である。
【図２】（Ａ）は本発明の一実施形態に係わるブッシング端子カバーの正面図、（Ｂ）は
同ブッシング端子カバーの右側面図である。
【図３】（Ａ）は本発明の一実施形態に係わるブッシング端子カバーの上面図、（Ｂ）は
同ブッシング端子カバーの底面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係わるブッシング端子カバーで用いる第１及び第２の結合
部の構造を示した要部拡大断面図である。
【図５】従来のブッシング端子カバーをブッシング端子に取り付けた状態を示した断面図
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である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下図面を参照して本発明の一実施形態を詳細に説明する。本実施形態では、ブッシン
グ端子が取り付けられている電気機器が自動電圧調整器であるとする。図１は本実施形態
に係わるブッシング端子カバーをブッシング端子に取り付けた状態を示した断面図で、同
図において１は電気機器（自動電圧調整器）のケース２に後端部が取り付けられたブッシ
ング端子、３はブッシング端子１に接続された絶縁被覆電線、４は本発明に係わるブッシ
ング端子カバーである。
【００２６】
　ブッシング端子１は、図５に示されたものと同様に、軸線方向に並ぶ複数の傘部１０１
ａを外周に有して、後端部に設けられた管状の首下部１０１ｂが電気機器のケース２を貫
通して該ケースに固定される絶縁性のブッシング１０１と、ブッシング１０１の軸心部を
貫通している中心導体１０２と、中心導体１０２の先端に接続された端子導体１０３とに
より構成されている。ブッシング端子を電気機器のケース２に取り付けている取付部の詳
細な図示は省略されている。
【００２７】
　端子導体１０３は、電線３が接続される板状の端子部１０３ａと、端子部１０３ａの基
部に設けられた円板状のフランジ部１０３ｂとを有して、フランジ部１０３ｂがブッシン
グ１０１の先端側で中心導体１０２に接続されている。端子導体１０３のフランジ部１０
３ｂの外径は、ブッシング１０１の先端部（ブッシングの先端に最も近い位置にある傘部
１０１ａよりも更に先端側の部分）１０１ｃの外径よりも大きく設定されている。ブッシ
ング端子１の中心導体１０２には、ケース２内に収容された自動電圧調整器から引出され
た口出し線が接続されている。
【００２８】
　ブッシング端子の端子導体１０３は、絶縁被覆電線３を通して図示しない高圧配電線に
接続されている。図示の例では、電線３の芯線の一端に端子金具５に設けられた圧着端子
部５ａが接続され、端子金具５に設けられた端子板５ｂが端子導体１０３の端子部１０３
ａに重ねられて、端子部１０３ａにボルト６とナット７とにより接続されている。
【００２９】
　本発明に係わるブッシング端子カバー４は、ブッシング端子１の端子導体１０３と、端
子導体の端子部１０３ａに接続された電線３の少なくとも一部とを要被覆部１０として覆
うものである。図２に示されているように、本実施形態に係わるブッシング端子カバー４
は、ヒンジ部４００により開閉自在に連結された絶縁樹脂製の第１のカバー半部４０１と
第２のカバー半部４０２とからなっていて、第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２
を閉じて突き合わせた際に要被覆部１０を内側に収容して覆う筒状のカバー４０３が形成
されるように構成されている。
【００３０】
　ブッシング端子カバー４を構成する第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２は、要
被覆部１０を収容し得る大きさの円筒体を中心軸線を含む平面の両側に２分割した形状を
有している。第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２の互いに突き合わされる部分に
は、板状の張出し部４０１ａ及び４０２ａが形成され、第１及び第２のカバー半部４０１
及び４０２が閉じられた際に張出し部４０１ａ及び４０２ａが重なり合うようになってい
る。
【００３１】
　第１及び第２のカバー半部には、互いに弾撥的に結合し合って両カバー半部を閉じた状
態に保持する第１の結合部４０１ｂ及び第２の結合部４０２ｂがそれぞれ設けられている
。第１及び第２の結合部は、スナップ式に結合される結合部で、本実施形態では、図４に
示されているように、第１の結合部４０１ｂが張出し部４０１ａに一体に形成された突起
からなり、第２の結合部４０２ｂが張出し部４０２ａに形成された孔からなっている。第
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１の結合部４０１ｂを構成する突起は先端に拡大頭部４０１b1を有していて、拡大頭部４
０１b1が対応する第２の結合部４０２ｂを構成する孔に弾撥的に嵌合することにより第１
の結合部４０１ｂと第２の結合部４０２ｂとが結合される。
【００３２】
　第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２を閉じた際に形成されるカバー４０３は、
端子導体１０３の端子部１０３ａと該端子部に接続された電線３の端子部１０３ａ寄りの
部分とを覆うことができるように形成されたカバー主部４０３ａと、カバー主部４０３ａ
のブッシング端子部１側の端部に連続して設けられて、端子導体１０３のフランジ部１０
３ｂの外周を取り囲んだ状態で配置される環状のカバー端末部４０３ｂと、端子導体１０
３のフランジ部１０３ｂの端子部１０３ａ側の軸線方向端面１０３b1に係合してカバー４
０３をブッシング１０１の軸線方向に位置決めする位置決め部４０３ｃと、カバー主部４
０３ａのブッシング端子１０３と反対側に位置する端部に連続して形成されて端子部１０
３に接続された電線３のカバー主部４０３ａにより覆われた部分よりも更に端子部１０３
ａから離れた部分の絶縁被覆の外周に嵌合して該電線３を覆う電線被覆部４０３ｄとを一
体に有している。
【００３３】
　即ち、第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２は、両カバー半部を閉じた際に、上
記カバー主部４０３ａと、カバー端末部４０３ｂと、位置決め部４０３ｃと、電線被覆部
４０３ｄとを有する筒状のカバー４０３が形成されるように、それぞれの形状が定められ
ている。
【００３４】
　環状のカバー端末部４０３ｂは、図３（Ｂ）に示されているように、波形の形状を呈す
るように形成されていて、その内周部に、端子導体１０３のフランジ部１０３ｂの外周に
接した状態で配置される凸部４０３b1と、フランジ部１０３ｂの外周との間に隙間を形成
する凹部４０３b2とが交互に並んだ状態で形成されている。カバー端末部４０３ｂは、そ
の内周の凸部４０３b1がフランジ部１０３ｂの外周に接することにより、フランジ部１０
３ｂの径方向に位置決めされる。本実施形態では、カバー端末部４０３ｂが波形に形成さ
れているため、カバー端末部４０３ｂの外周にも凸部と凹部とが周方向に交互に並んだ状
態で形成されている。
【００３５】
　また位置決め部４０３ｃは、カバー端末部４０３ｂのブッシング１０１と反対側の端部
の内周部から径方向の内側に張り出した状態で設けられた板状の部分からなっていて、カ
バー主部４０３ａの内側の空間をカバー端末部４０３ｂとフランジ部１０３ｂとの間に形
成された隙間ｇに連通させる連通路１１が形成されるように、位置決め部４０３ｃを構成
する板状部分の一部が切り欠かれている。
【００３６】
　そして本実施形態においては、カバー４で要被覆部１０を覆って該カバーを位置決め部
４０３ｃにより軸線方向に位置決めした際に、カバー端末部４０３ｂのブッシング１０１
側の端面が、端子導体のフランジ部１０３ｂのブッシング側の端面の位置を越えてブッシ
ング側に寄った位置に配置されるように、かつ、カバー端末部４０３ｂと該カバー端末部
に最も近い位置にあるブッシングの傘部１０１ａとの間にブッシング１０１の周方向に連
続した隙間Ｇが形成されるように、カバー端末部４０３ｂの軸線方向長さが設定されてい
る。またブッシング端末部４０３bは、その凸部４０３b1よりも更に内径側に突出した部
分を有しないように形成されていて、ブッシング端子カバー４をブッシング端子１に取り
付けた状態で、カバー端末部４０３ｂの内周とブッシング１０１の先端部１０１ｃの外周
との間にも、ブッシング１０１の周方向に連続した隙間が形成されるようになっている。
即ち、ブッシング端子カバー４がブッシング端子１に取り付けられて、位置決め部４０３
ｃによりブッシング端子の軸線方向に位置決めされた状態にあるときに、カバー端末部４
０３ｂが、上記隙間Ｇにより、ブッシング１０１から隔絶されるように（ブッシング１０
１に接触する部分を一切有しないように）形成されている。
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【００３７】
　電線被覆部４０３ｄは、ブッシング端子の端子部１０３に接続された電線３の、カバー
主部４０３ａにより覆われた部分よりも更に端子部１０３ａから離れた部分の絶縁被覆の
外周に嵌合して該電線を覆う電線被覆部とを一体に有している。図示の電線被覆部４０３
ｄは、異なる外径を有する電線３に適合するように内径を異ならせた複数（図示の例では
６個）のセクション４０３d1ないし４０３d6からなっていて、該複数のセクションがカバ
ー主部４０３ａ側から内径が大きい順に並んだ状態で連結された構造を有している。電線
被覆部４０３ｄは、隣り合うセクション間の境界部で切断し得るように形成されている。
【００３８】
　上記のブッシング端子カバー４をブッシング端子１に取り付けるに当っては、先ず、電
線被覆部４０３ｄを構成するセクション４０３d1ないし４０３d6の内、端子金具１０３に
接続された電線３の太さに適合する（電線３の外周に密接した状態で嵌合する）内径を有
するセクションをブッシング端子カバー４の最先端に位置させるように、不要なセクショ
ンを切り離しておく。次いで、第１のカバー半部４０１と第２のカバー半部４０２を、電
線３が接続されたブッシング端子１の充電部の側方に配置し、位置決め部４０３ｃをブッ
シング端子のフランジ部１０３ｂの端面に当てがった状態で、両カバー半部４０１、４０
２を閉じ、第１及び第２の結合部４０２ｂ及び４０２ｂを弾撥的に結合することにより、
ブッシング端子カバー４をブッシング端子１に取り付ける。ブッシング端子に取り付けら
れたカバー４は、位置決め部４０３ｃがブッシング端子１の端子導体のフランジ部１０３
ｂの端面１０３b1に係合することにより、ブッシング１の軸線方向に位置決めされるため
、ブッシング端子１にカバー４を取り付けた後に該カバーに外力が作用したとしても、カ
バー端末部４０３ｂがブッシングの傘部１０１ａに接触した状態になることはない。
【００３９】
　本実施形態のように、ブッシング端子の端子導体のフランジ部１０３ｂの外径を、ブッ
シング１０１の先端部１０１ｃの外径よりも大きく設定して、ブッシング端子カバー４を
ブッシング端子１に取り付けた状態で、フランジ部１０３ｂの外周に嵌合されたカバー端
末部４０３ｂとブッシング１０１の先端に設けられた傘部１０１ａとの間にブッシングの
周方向に連続する隙間Ｇが形成されるようにしておくと、この隙間Ｇにより、カバー４と
ブッシング１０１との間が隔絶されるため、塩害等により電線３の外面とブッシング端子
カバー４の外面とブッシング１０１の外面とに導電性を有する皮膜が形成された際に、電
線３の外面とカバー４の外面とブッシング１０１の外面とを通して電気機器のケースに至
る連続した漏洩電流通路が形成されることがない。従って、電気機器のケースに漏洩電流
が流れる状態が生じるのを防ぐことができ、漏洩電流が流れる状態が継続して地絡事故に
発展するおそれをなくすことができる。
【００４０】
　また本実施形態のように、カバー端末部とブッシング端子の端子金具のフランジ部との
間に隙間ｇを形成し、位置決め部４０３ｃに切り欠きを形成して、カバー主部４０３ａ内
と隙間ｇとを連通させる連通路１１を設けておくと、カバー４内に侵入した水を、連通路
１１及び隙間ｇを通して外部に排出することができるため、ブッシング端子カバー４内に
水が溜まるのを防ぐことができる。
【００４１】
　また本実施形態のように、電線被覆部４０３ｄを、異なる外径を有する電線に適合する
ように内径を異ならせた複数のセクションにより構成して、電線の外径よりも小さい内径
を有する不要なセクションを切り離すようにしておくと、ブッシング端子１に種々の外径
を有する電線３が接続される場合に対応することができる。
【００４２】
　上記の実施形態では、カバー端末部４０３ｂ全体を波形の形状にして、カバー端末部４
０３ｂの内周に凸部４０３b1と凹部４０３b2とが形成されるようにしたため、カバー端末
部４０３ｂの外周にも凸部と凹部とが交互に形成されているが、カバー端末部４０３ｂの
外周面は滑らかな円筒面状とし、内周部のみを凸部４０３b1と凹部４０３b2とが交互に並
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【００４３】
　上記の実施形態では、第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２の、電線被覆部４０
３ｄを形成する部分の突き合わせ部に、両カバー半部を結合する結合部を設けてないが、
第１及び第２のカバー半部４０１及び４０２の、電線被覆部４０３ｄを形成する部分の突
き合わせ部にも結合部を設けるようにしてもよい。
【００４４】
　ブッシング端子カバー４を硬質の絶縁樹脂により形成する場合には、上記の実施形態の
ように、電線被覆部４０３ｄを形成する部分に結合部を設けなくても特に問題はないが、
カバー４を軟質の樹脂により形成する場合には、第１及び第２のカバー半部４０３を閉じ
た状態で、電線被覆部が開くおそれがある。このように、電線被覆部４０３ｄが開くおそ
れがある場合には、カバー４をブッシング端子１に取り付けた後、第１及び第２のカバー
半部４０１及び４０２の、電線被覆部４０３ｄを形成する部分の突き合わせ部に接着剤を
施して該突き合わせ部を接着するか、または電線被覆部４０３ｄの外周にテーピングを施
すことにより、電線被覆部４０３ｄが開くのを防止するようにすればよい。
【００４５】
　上記の実施形態では、電線被覆部４０３ｄを内径が異なる多数のセクションにより構成
したが、対象とするブッシング端子１の端子導体１０３に接続される電線３の外径が一定
である場合には、電線被覆部４０３ｄを電線の外径に適合した内径を有する単一のセクシ
ョンにより構成することができる。
【００４６】
　上記の説明では、自動電圧調整器のケースに取り付けられるブッシング端子に取り付け
るブッシング端子カバーを例にとったが、他の電気機器のケースに取り付けられるブッシ
ング端子に装着するブッシング端子カバーにも本発明を適用できるのはもちろんである。
【符号の説明】
【００４７】
　　１　ブッシング端子
　　１０１　ブッシング
　　１０１ａ　傘部
　　１０２　中心導体
　　１０３　端子導体
　　２　電気機器のケース
　　３　電線
　　４　ブッシング端子カバー
　　４００　ヒンジ部
　　４０１　第１のカバー半部
　　４０２　第２のカバー半部
　　４０３　筒状のカバー
　　４０３ａ　カバー主部
　　４０３ｂ　カバー端末部
　　４０３ｃ　位置決め部
　　４０３ｄ　電線被覆部
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